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監督指導業務の運営に当たって留意すべき事項について

平成25年度における監督指導業務の運営に当たっては、従来から指示してきた事項

に加え、特に下記に示したところに留意の上、実効ある行政の展開に遺憾なきを期さ

れたい。

記

1 監督指導業務の運営に当たっての基本的考え方について

は) 監督行政を取り巻く環境について

雇用情勢をみると、依然として厳しさが残り、改善の動きに足踏みがみられる

中で、日本経済の再生、雇用や所得の拡大を目指す「日本経済再生に向けた緊急

経済対策Jが閣議決定されている。

労働時間の状況をみると、週の労働時聞が60時間以上の労働者の割合は依然と

して高く、脳・心臓疾患及び精神障害等の労災請求件数、支給決定件数はともに

高水準で推移している。

労働災害については、休業4日以上の死傷災害の発生件数が 3年連続で、死亡

災害も前年に比べて増加しており、その削減は喫緊の課題となっている。また、

現在策定中の第12次労働災害防止計画においても、平成24年と比較して、平成29

年までに、労働災害による死亡者数及び休業4日以上の死傷者数ともに15%以上

減少させることを目標とすることが検討されている。さらに、印刷業において胆

管がんによる労災請求がなされる事案が発生するなど、化学物質による健康障害
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の防止に向けた対応が求められている。一方で、東日本大震災の被災地域におい

ては、放射性物質の除染等や復旧・復興への取組が加速されることに伴う対応が

求められている。

申告受理件数については減少傾向にあるものの、 12年連続で3万件を超え、賃

金不払に関する申告は昨年と同水準の状況にあり、また、賃金不払残業事案も後

を絶たないなど、労働者の労働条件上の問題も依然として多く存在している。

また、厳しい経済状況の中で、人員削減や配置転換等を行う企業もみられる。

(2) 平成25年度における監督行政の重点課題について

以上の状況を踏まえ、平成25年度における労働基準監督行政(以下「監督行政J

という。)は、労働者の生命や健康を守ることが重要な使命の一つであることを再

認識しつつ、全国的に取り組むべき重点課題を、過重労働による健康障害防止、

死傷災害の増加等を踏まえた労働災害の防止並びに賃金不払残業の防止及び経営

環境の変化等に対応した法定労働条件の履行確保として、これらに係る対策を積

極的に推進することとする。なお、これらの課題のほかに、都道府県労働局(以

下「局Jという。)や各労働基準監督署(以下「署j という。)の管内事情を踏ま

え、必要な重点対象を選定するなどにより、適切に対応していく必要がある。

また、東日本大震災の被災地域の局においては、放射性物質の除染業務等及び

復旧・復興工事等の現場における労働災害の防止及び法定労働条件の履行確保に

係る対策も、引き続き重点課題として推進することとする。

(3) 行政課題の的確な把握

昨今の社会・経済情勢の目まぐるしい変化は、労働条件確保に係る問題の複雑

化を促進している。

このため、労働基準監督機関においては、産業動向や雇用失業情勢、申告・相

談の状況、労働災害の発生状況のみならず、地域において話題となっている健康

障害の状況等の各種指標・情報をより踏み込んで分析するとともに、各種マスコ

ミ情報、インターネット情報等についても積極的に収集するなど、管内で発生し

ている問題を幅広く収集・分析することにより、監督行政として取り組むことが

求められている行政課題を的確に把握していく必要がある。

(4) 監督権限の公正かつ斉一的な行使について

監督権限については、何よりも、法令に基づき公正かっ斉一的に行使すること

が必要であり、そのためには、労働基準監督官(以下「監督官j という。)一人一

人が、法令及びその解釈を正しく理解し、監督権限行使に係る通達等をしっかり
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と理解した上で、適切な措置を確実に行う必要がある。

2 過重労働による健康障害防止について

(1) 過重労働による健康障害防止に係る指導等について

ア 時間外・休日労働協定の適正化に係る指導

労働基準法(以下「労基法」という。)第36条第1項の規定に基づく協定(以

下「時間外・休日労働協定j という。)の適正化については、時間外・休日労働

協定の意義をしっかりと認識の上、平成16年2月18日付け基発第0218004号「時

間外労働協定の適正化に係る指導について」に基づき、引き続き適切な指導を

行うこと。

.. 
イ 的確な監督指導等

過重労働による健康障害防止対策については、平成18年 3月17日付け基発第

0317008号「過重労働による健康障害防止のための総合対策についてJ等に基づ

き、自主点検、集団指導、監督指導等を実施すること。

(7) 

• その際、引き続き長時間労働の実態があるなどの事業場については、再発

防止の観点から、長時間労働の抑制や健康確保措置の確実な実施等の指導を

丁寧に行い、これらの取組を定着させる必要がある。このため、監督指導時

においては、累次にわたる関係通達において指示したところにより、必要な

実態把握を行った上で、所要の措置を行うこと。また、是正確認に当たって
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は、①平成 11年4月 16日付け基発第 250号「一般労働条件の確保・改善に

係る監督指導の実施要領についてJ(以下 1250号通達」という。) -

どにより、是正状況

の定着も含めて確実に確認すること。

なお、法令違反については是正したものの、長時間労働抑制等についての

改善意欲があり、労働時間等の設定改善に向けた支援が必要な事業場につい

ては、局に配置した「働き方・休み方改善コンサルタントj の活用を積極的

に勧奨すること。

(ウ)あらゆる監督指導時において、時間外・休日労働が月45時間を超えるおそ

れがある事業場に対しては、「過重労働による健康障害防止のための総合対

策」の 4(1)に基づき、衛生管理者等の選任及び活動状況並びに衛生委員会

等の設置及び長時間労働による健康障害の防止を図るための対策に係る調

査審議の状況等を確実に確認し、必要な指導を行うこと。

ウ キャンペーン月間における重点監督等の実施

11月を「過重労働解消キャンペーン(仮称)J期間として設定し、長時間労

働抑制等に向けた集中的な啓発活動を実施することとしているので、別途指示

エ 労働時間等の調査的監督

労働時間等の調査的監督については、今後の労働時間法制の検討等のために、

時間外・休日労働の状況、割増賃金率の状況、裁量労働制の実態等の項目につ

いて、別途指示するところにより、

(2) 労働時間等の設定の改善について

仕事と生活の調和の実現を図り、労使双方の自主的な取組をより一層効果的か

っ効率的に支援するため、関係通達の改正を予定しているので、これに基づき、

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法に基づく「労働時間等見直しガイド

ライン」及び職場意識改善助成金等の周知を図るとともに、労使の主体的な取組

を促進するため、「働き方・休み方改善コンサルタントjを活用して、コンサルテ

イング、ワークショップ、集団指導の実施等、個別事業場等への積極的な働きか

けを行うこと。
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3 死傷災害の増加等を踏まえた労働災害の防止に係る監督指導等について

は) 労働災害防止のための管内状況の把握・分析等について

労働災害防止対策については、管内の労働災害の発生状況に係る過去の動向や

これまでの取組状況と成果を分析の上、取り組むべき重点対象、実施すべき行政

手法等を総合的に検討し、局として総合的な取組方針を定める必要があるが、監

督担当部署においても、安全衛生担当部署と連携を図るなどにより、積極的に参

画すること。

その際、より効果的な取組となるよう、監督担当部署と安全衛生担当部暑との

役割分担を明確にすることとし、特に、

なお、建設業に対する監督指導については、全国的に、土木工事のほか、建築

物に係る改修工事の増加が見込まれることから、安全衛生担当部暑と連携し、-

h れらの現場を把握するとともに、

(2) 災害時監督の的確な実施について

災害時監督については、労働災害が増加している状況の中で、実施すべき対象

があるにもかかわらず実施できていない状況がみられるが、年間監督指導計画(以

下「年間計画」という。)において必要な業務量を予め確保するなどにより、災害

時監督を実施すべき対象について、その全数に対して確実に実施すること。

(3) 労働衛生に係る監督指導等について

労働衛生管理上の問題を原因とする健康障害の中には、長期間経過後に発症す

るものも多いことを踏まえ、各事業場における労働衛生管理の状況から中長期的

な対応が必要と考えられる事業場に対しては、労働衛生を主眼とする監督指導を

着実に実施していく必要がある。また、労働衛生主眼に限らず、あらゆる臨検監

督時において、有害業務に関する状況を必ず確認することにより、 l管内における

有害物の使用状況等を広く把握する必要がある。このため、次に示すとこるによ

り、効果的な取組を行うこと。

なお、労働衛生を主眼とする監督を実施する際には、別途配付する予定として

いる防毒マスク等の必要な装備品についても活用すること。

ア 化学物質による健康障害防止対策
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なお、改正・施行された女性労働基準規則については、その内容を理解の上、

法令違反が認められた場合には是正勧告を行うこと。

イ 石綿による健康障害防止対策

建築物等の解体時等における石綿ばく露防止対策については、改正された平

成17年 7月28日付け基発第0728008号「石綿ばく露防止対策の推進について」等

に基づき、引き続き監督指導等を実施すること。

ウ 粉じん障害防止対策

粉じん障害防止対策については、新たに策定する総合対策を踏まえ、安全衛

生担当部暑と連携し、管内の遵法水準等の状況を勘案して監督指導対象を選定

し、効果的な監督指導を実施すること。

性) メンタルヘルス及び職場のパワーハラスメント対策について

ア メンタノレヘルス対策

メンタノレヘルス対策については、平成 21年3月 26日付け基発第 0326002号

「当面のメンタルヘルス対策の具体的推進についてJ等を踏まえ、引き続き、

監督指導時にパンフレット等を活用するなどにより、その推進を図るとともに、

メンタルヘルス対策支援センターの利用を勧奨すること。

イ 職場のパワーハラスメント対策

職場のパワーハラスメント対策については、平成 24年9月 10 日付け地発

0910第5号・基発 0910第3号「職場のパワーハラスメント対策の推進につい

てJに基づき、引き続き、パンフレットを配布するなどにより、その予防・解

決に関する周知を図ること。

なお、本省では、労使の取組の好事例をまとめた参考資料を作成するととも

に、具体的な取組を促していくためのセミナーを、 10月以降に全国規模で開催

する予定である。
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(5) 労働安全衛生規則の改正等について

解体用機械及び食品加工用機械に係る労働安全衛生規則の改正等を予定してい

ることから、別途配付するリーフレット等を活用し、集団指導、各種会合等の機

会を通じて周知するとともに、関係する業務を行っている事業場等に対する監督

指導においては、その履行確保を図ること。

(6) 原子力施設に対する監督指導について

原子力施設に対する監督指導については、本年度中に改正を予定している平成

12年 9月 19日付け基発第 582号「原子力施設に対する監管指導について」に基

づき、的確に実施すること。

4 東日本大震災に関連する安全衛生及び一般労働条件対策について

(1) 東京電力福島第一原子力発電所に対する監督指導等について

東京電力福島第一原子力発電所においては、発電所の廃止措置等に向けた作業

が続くことになることから、引き続き的確な監督指導等を実施すること。

(引 除染等業務従事者の放射線障害防止等対策について

除染等業務従事者の放射線障害防止対策については、平成 24年 3月2日付け基

発 0302第2号「除染等業務における安全衛生対策の推進についてjに基づき、引

き続き的確な監督指導を実施すること。

また、除染等業務に伴って発生する廃棄物等の処分の業務における放射線障害

の防止については、電離放射線障害防止規則の改正が予定されているので、別途

指示するところにより必要な監督指導を行うこと。

(3) 復旧・復興工事における労働災害の防止について

復旧・復興工事については、被災地域の地方自治体が策定する復興計画に基づ

く工事量の増加に伴い労働災害の増加が懸念されることから、安全衛生担当部署

と連携の上、管内の工事の発注状況を逐次把握し、監督指導等を積極的に実施す

ること。

5 一般労働条件の確保・改善対策について

は) 的確な重点対象の設定等について

一般労働条件の確保・改善対策については、平成11年2月17日付け基発第70号

一7



「今後における一般労働条件の確保・改善対策の推進に関する基本方針について」

等に基づき、効果的に実施すること。

特に、重点対象の設定については、

等がみられる。ついては、新たな視点からも管内状況を点検し、重点対象を的確

に設定すること。

(2) 労働基準関係法令の周知徹底等について

中小零細企業については、労働条件集合監督の違反率は高く、相談等も少なか

らず認められることなど、これらに対する労働基準関係法令の周知が十分に行き

届いているとは言えない状況が認められる。

このため、中小零細企業を多く含む団体等に対する集団指導や各種会合等の機

会を積極的にとらえて、効果的な周知を図ること。その際、必要に応じ、①ハロ

ーワークと連携し、求人窓口において労働基準関係法令に関するパンフレット等

の配布を依頼する、②商工会等の経営指導員に対して労働基準関係法令の説明会

を行う、③業所管官庁と連携の上で集団指導を実施するなどの取組を行うことも

さらに、学生・生徒に対する周知は、将来的に関係法令の不知による問題事案

の発生を未然に防止する観点からも有益であるので、都道府県教育委員会等へ必

要な働きかけを行うとともに、学校側からの講義等の要請があった場合には積極

的に対応すること。

(3) 時間外・休日労働協定未届事業場に対する指導について

時間外・休日労働協定の届出状況等からみると、必要な届出を行うことなく時

間外労働を行っている事業場、中には時間外労働が長時間にわたる事業場の存在

も懸念されるところである。
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6 賃金不払残業の防止及び経営環境の変化等に対応した法定労働条件の履行確保に

ついて

(1) 労働時間管理の適正化による賃金不払残業の防止について

労働時間管理の適正化については、「労働時間の適正な把握のために使用者が講

ずべき措置に関する基準J等を踏まえた取組が重要であることから、引き続き、

投書等の情報等から労働時間管理上問題があると考えられる事業場を精査した上

で適切な監督指導を実施し、労働基準関係法令及び同把握基準の遵守の徹底を図

ること。

賃金不払残業の是正のためには、事業主が十分に理解し、納得して取り組むこ

とが重要であることから、法違反の指摘に当たっては、法令の内容、法違反の根

拠となった事実、是正に向けての考え方等を十分に説明すること。

適用条文に疑義がある事案、全社的に是正を図らせる事案については、署に持

ち帰った上で、必要に応じて局に協議するなどにより、組織的な検討を行って対

応方針を決定すること。また、全社的に是正を図らせる指導を行った場合には、

本社を管轄する署及び本省に対して、その内容を情報提供すること。

なお、今後の遵法状態の定着を図らせるため、「賃金不払残業の解消を図るため

に講ずべき措置等に関する指針j に基づき、リーフレット「賃金不払残業(サー

ビス残業)解消のための取組事例集J等を活用するなどにより、労使が取り組む

べき事項についての指導も併せて行うこと。

(2) 申告・相談、投書等への的確な対応について

寄せられた申告・相談については、平成6年 3月16日付け基発第140号「解雇、

賃金不払等に対する対応についてJ等に基づき、引き続き優先的に迅速な処理を

行うこと。

また、相談、投書等については、その内容を十分に確認した上で、法定労働条

件履行確保上の問題があると考えられる事業場に対しては、優先的に取り組むべ

き対象を明らかにしつつ、迅速かっ適切な監督指導を実施すること。

(3) 大量整理解雇等の情報収集と迅速な対応について

大量整理解雇等の事案については、職業安定行政とも連携を図りつつ情報収集

を行い、解雇・雇止め等に関する適切な労務管理の必要性についての啓発指導を

行うなど、引き続き必要な対応を行うこと。

(4) 倒産事案に対する迅速な対応と未払賃金立替払の適切な処理について

各種情報から倒産事案等を把握した場合には、平成15年 2月18日付け基監発第

-9 -



0218001号「大型の企業倒産事案に係る賃金の支払等の確保について」に基づき、

速やかに臨検監督等を実施して情報収集を図り、労働基準関係法令違反の未然防

止及び早期解決を指導すること。

未払賃金の立替払については、労働者の速やかな救済を図る観点から、より組

織的な管理を行うことにより、引き続き、迅速かつ適切な処理に努めること。

なお、未払賃金立替払関係業務の効率的実施や的確な進行管理に資する観点か

ら、未払賃金立替払情報管理システムを積極的に活用すること。

7 最低賃金の履行確保に係る監督指導について

集合監督を実施する場合には、より効率的に指導を行う観点から、依頼時に対応者

を予め登録するよう求めるなど、監督実施率の向上に向けた取組を行うこと。

また、最低賃金引上げにより影響を受ける中小企業への支援のための業務改善助

成金については、業務改善助成金利用促進行動計画に基づき、引き続き、監督指導、

集団指導等の機会において、パンフレットを活用するなどにより、積極的に周知や

利用勧奨を行うこと。

8 労災かくしについて

労災かくしについては、平成 20年3月5日付け基発第 0305001号 rr労災かくし」

の排除に係る対策の一層の推進についてJ等に基づき、安全衛生担当部署及び労災

補償担当部暑とも連携を図った上で適切な対応を図るとともに、事案を把握した場

合には、司法処分も含め厳正に対処すること。

9 特定分野における労働条件の確保・改善対策について

は) 自動車運転者について

ア 自動車運転者は依然として長時間労働の実態にあり、脳・心臓疾患の労災認

定件数が最も多い職種である。このため、各種資料から長時間労働等自動車運

転者の労働時間等の労働条件の確保に問題があると認められる事業場を的確に

選定し、重点的な監督指導等を実施すること。
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マスコミ報道されるなど社会的に注目を集める交通事故を発生させた事業

場に対しては、平成11年4月1日付け基発第191号「自動車運転者の労働時間等

の労働条件確保のための監督指導等について」の記の4に基づき、時機を逸す

ることなく監督指導を実施すること。

なお、各局に配置している「自動車運転者時間管理等指導員Jについては、

これまでの個別訪問による指導に加え、業界団体に加入していない事業者に対

する労働基準関係法令や改善基準告示の周知等を行うこととしていることから、

別途指示するところにより、その積極的な活用を図ること。

イ 「交通労働災害防止のためのガイドラインj については、夜間・長距離運行

の貸切パスの交替運転者の配置基準を遵守する旨を盛り込むなどの改正がなさ

れる予定である。引き続き、監督指導や集団指導等の機会には、パンフレット

等を活用して積極的な周知を行うこと。また、陸上貨物運送事業者及び荷主先

に対する監督指導、集団指導に当たっては、新たに策定される「荷役作業の安

全対策ガイドライン(仮称)Jについてパンフレット等を活用して周知を図るこ

と。

(2) 技能実習生について

技能実習生については、平成22年 9月 1日付け基監発0901第 1号「技能実習生

に係る法定労働条件の履行確保のための監督指導等の実施に当たって留意すべき

事項について」等に基づき、重点的な監督指導を実施すること。

また、 JITCO(公益財団法人国際研修協力機構)の母国語相談コーナーの相談情

報も含め、技能実習生本人から情報が寄せられた事案については、緊急性が高い

と考えられる対象から順次、優先的に監督指導を実施すること。

(3) 障害者である労働者について
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障害者である労働者については、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する

支援等に関する法律が平成24年10月 1白から施行され、使用者による障害者虐待

は都道府県労働局が主体的に対応する必要があることから、平成24年 9月24日付

け地発0924第3号「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する

法律の施行にかかる対応要領について」及び平成24年10月5日付け基発1005第5

号「障害者である労働者の労働条件の確保・改善等について」等に基づき、迅速・

的確に対応すること。

なお、使用者による障害者虐待事案を申告・相談時や監督指導時に把握した場

合等には、直ちに局へ報告すること。

また、障害者であることを理由とする最低賃金額未満の賃金の支払いは、使用

者による障害者虐待に該当することから、最低賃金の減額特例の許可期聞を「最

低賃金の減額特例許可台帳J等により適切に把握した上で、局賃金課室とも連携

しつつ、必要に応じ、当該事業場の実態を確認するなどの対応を行うこと。

(4) 介護労働者について

介護労働者については、介護事業場数は年々増加しており、また、労働基準関

係法令違反も多く認められることから、平成21年4月 1日付け基監発第0401001

号「当面の介護労働者の労働条件の確保・改善対策における監督指導等についてJ

等に基づき、

事業場を的確に把握し、重点的な監督指導を実施すること。

また、社会福祉施設における腰痛による休業4日以上の労働災害が増加してい

ることを踏まえて「職場における腰痛予防対策指針」が改正されることから、介

護事業場に対する監督指導等の際には、安全衛生担当部署と連携し、別途配付す

るパンフレット等を活用して、その周知を図ること。

(5) 有期契約労働者について

有期契約労働者については、有期労働契約の更新の有無及び更新の判断基準が、

労基法第14条第2項に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基

準J(以下「雇止め基準j という。)から削除され、新たに労働基準法施行規則に

規定される改正が、平成25年4月 1日から施行される。このため、同日以降に締

結された有期労働契約については、監督指導の際に必要な点検・確認を行い、法

違反に対しては所要の措置を講じるとともに、雇止め基準違反については適切な

指導を行うこと。

(6) 派遣労働者について
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派遣労働者については、平成21年 3月31日付け基発第0331010号「派遣労働者に

係る労働条件及び安全衛生の確保についてJ等の内容を踏まえ、管内状況を的確

に把握した上で、必要な監督指導等を実施すること。

10 年間監督指導計画の策定について

年間計画策定に当たっては、昭和39年4月20日付け基発秘第5号「監督業務運営

要領の改善についてj等に基づき、必要な庁外活動業務量の確保に努めるとともに、

次に示すところにより行政効果把握を適切に行うなど、より実効あるものとするこ

と。

(1) 重点対象の設定等について

ア 主要な重点対象に係る行政効果については、過去複数年に遡り、かつ、局全

体の状況をも把握・分析すること。その上で、次年度の重点対象を設定すると

ともに、監督対象事業場の選定基準を適切に定めること。

イ

-進捗状況の管理や監督指導等の効果把握がそれぞれについても行うこ

とができるよう、①それぞれを別の重点対象として設定する、②問ーの重点対

象とする場合には選定基準ごとに分けて管理するなど、工夫すること。

(2) 適切な調整の実施について

年間計画の調整については、選定基準に基づく対象事業場を具体的に確認して

いないなどの状況もみられることから、監督対象事業場リストの作成等について、

チェックリストを用いて確認するなどにより、適切に行うこと。

特に、労働災害防止に係る監督指導等については、年間安全衛生指導計画との

摺合せが必要であることから、各署における監督担当部署と安全衛生担当部署と

の役割分担が適切に行われているかについて、調整を十分に行うこと。

11 監督指導業務の運営について

(1) 的確な監督指導の実施について

一般労働条件の確保・改善を主眼とする臨検監督において、危険有害業務等の

労働実態や安全衛生管理体制が十分に確認されていない状況もみられる。

このため、総合監督として行う臨検監督においては、一般労働条件や、安全衛
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生管理体制を含めた安全衛生に係る労働実態等を全般的に確認し、労働基準関係

法令違反が認められた場合には、確実に是正勧告を行うこと。

その際、

3月11日付け基発0311第 3号「新たな監督指導手法の実施についてJの記の3の

チーム監督を活用すること。

また、少なくとも、工業的業種に対する監督指導に係る監督復命書の決裁時に

こととし、署管理者はその登録状況を確実に確認すること。

(2) 基礎資料の整備について

時間外・休日労働協定、就業規則等の各種届出時及び監督指導時等に入手した

事業場の労働条件や安全衛生に関する情報は、監督指導業務等を的確に行うため

に不可欠な情報であり、組織として共有し、積極的に活用することが強く求めら

れる。

このため、入手した情報については、

うこと。特に、危険機械・有害

業務情報については、その情報の収集方法、収集した情報の精度等について、安

全衛生担当部署と連携して十分に検討を加えること。

(3) 監督復命書等の文書管理について

監督復命書や申告処理台帳等の行政文書については、公文書等の管理に関する

法律において行政文書ファイルにまとめて保存することが義務付けられているこ

と、また、事業場の機密情報や個人情報等が記載されていること等から、その管

理は厳重に行われるべきものである。しかしながら、これらの行政文書の管理に

ついて、完結後に所定のファイルに編てつされていないものや、完結の決裁を得

ないまま異動先へ持ち出すなどの状況が一部にみられたところである。

このため、完結事案の編てつ状況及び未完結事案の処理経過の状況について、

組織的に定期的な点検を行うなどにより、適正な文書管理の徹底を図ること。

12 司法処理について

(1) 厳正かっ積極的な司法処理について

ア 平成24年の司法処理件数は1，100件を上回ったが、相変わらず監督官1人当た

り年間 1件を大きく下回っている。

監督活動は、法を逸脱する事業場に対して行政指導たる是正勧告等を行い、
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一定の行政目的を果たしているが、監督官の司法警察権限という最終的かっ強

力な権限を背景として、それがより実効あるものとなっている。

このことを踏まえ、司法処理の取組が低調な局においては、各暑における司

法処理の状況について必要な把握・分析を行い、重大又は悪質な事案について、

積極的な取組を行うよう必要な指導を行うなど、問題点の把握・解消を図るこ

なお、一部の局に特別監督官を配置することとしているので、積極的に活用

すること。

イ 過去の留意通達で示してきた積極的に司法処分の対象とすべき重大又は悪質

な事案の処理について、局によっては理解が十分でない状況がみられる。.

(2) 検察庁との連絡調整について

司法事件について、検察庁との事前協議に必要以上の期間を要している状況も

みられるが、その原因として、検察庁との協議の方式や運用に改善を要するもの

も一部認められる。

このため、検察庁に対して、必要に応じ、協議対象事案の範囲の縮小、協議方

法の見直し等について、組織的な働きかけを行うこと。また、働きかけに当たっ

ては、職員研修等による司法処理能力の向上を図る、局におけるチェック体制を

確立するなどの状況についても十分な説明を行うこと。

なお、自動車事故に関する事件については、証拠品の取扱等に関して、事業場

の所在地を管轄する検察庁と、警察が送致する事故発生場所を管轄する検察庁の

調整が必要となることから、早期に検察庁への協議を行い、指示を受けること。

13 効果的な情報発信について

監督行政における活動内容等の情報発信は、行政に対する理解と信頼を深め、労
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働基準関係法令の周知・啓発や法令遵守の必要性に対する労使の認識の形成にもつ

ながるものである。また、情報発信の内容をみると、①主要な重点対象についての

監督指導結果の公表に際し、単に監督指導件数等の統計数値の発表にとどまること

なく、その結果から当該重点対象特有の労務管理上の問題点を取りまとめて示した

もの、②改正法令に関する説明会時に行った今後の対応方針に関するアンケート結

果を示したもの等がみられる。

このため、監督指導結果、司法処理結果等の活動内容の情報発信については、各

種調査結果、集団指導・説明会等も含めて対象を幅広くとらえ、積極的に実施する

とともに、広報文に指導事例も盛り込むなど、効果的な実施に努めること。なお、

署単位で広報を行うことについても積極的に取り組むこと。

なお、今般、署の業務内容をわかりやすく説明するリーフレットを作成し、送付

することとしているので、監督行政に対する理解を得るために適宜活用すること。

14 実効ある地方労働基準監察制度の運用について

地方労働基準監察は、署にとって、自らが行う行政活動が適切に行われているか、

その水準が維持されているかなどを確認し、不適切な部分を改善するための重要な

機会である。地方監察時には、計画の進捗状況のみならず、監督復命書の内容につ

いてしっかりと点検するなどにより、個々の事案に係る監督官の措置状況を確認す

るとともに、管理者の管理や指導調整状況についても十分に確認し、認められた問

題点を組織的に解消するための必要な指導を行うこと。

15 改正労働契約法の周知について

有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた場合に、労働者の申込みにより、

期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)に転換させるルール

の導入等を内容とする改正労働契約法が平成25年4月 1日から全面施行されるこ

とから、有期労働契約から無期労働契約への円滑な転換等が図られるよう、第1四

半期を中心に集団指導、各種会合等の機会を活用して、その内容の周知徹底を図る

こと。

16 高齢法改正に伴う対応について

高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため、高年齢者の雇用の安定等に関する

法律(以下「高齢法」という。)が改正され、平成25年4月以降、事業主は定年年
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齢の引上げ、継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止のいずれかを講じなければ

ならないこととなる。

高齢法についての指導は職業安定機関が行うものであるが、就業規則の変更届等

がなされるなどにより、必要な対応を行うこととなることから、適切に対応するこ

と。

17 監督官の資質・能力の向上について

(1) 若手監督官の監督の質の向上について

ω 

若手監督官の監督指導等の水準を維持・向上させるためには、適切な環境下に

おいて、必要な経験を積ませるとともに、その業務の質を確認して的確な指導を

行うことが必要である。このため、監督復命書の決裁時に署管理者が確認し、必

要な指導を行うことに加え、①チーム監督に同行させて適切な指導を行っている

か確認する、②企画・説明能力を伸ばすために各種集団指導の説明を担当させる

などを行うことにより、丁寧な指導に努めること。

平成23年度以降に採用された監督官については、新人事制度の見直しに伴い、

1局目の3年間監督業務に従事することとなるが、引き続き、できる限り早期に

司法処理及び未払賃金立替払処理を経験させること。また、司法処理については、

3年間のうちに賃金不払関係及び安全衛生関係の事案を少なくとも 1件ずつは経

験させること。

また、安全衛生又は労災補償の業務に従事するなどにより、監督業務から離れ

ていた任官7年固までの監督官が監督担当部暑に配属された場合は、必要に応じ

て局で実施する転入監督官研修に参加させるなどにより、監督業務を隊れていた

聞に行われた通達の変更や自局の重点対象等について理解させること。

18 各種行政手法の改善・工夫について

各種行政手法の改善・工夫については、行政活動をいかに効果的に推進するかと

いう観点から、更なる改善・工夫に取り組むこと。

平成24年に各局が取り組んだ事項のうち、①集団指導や労働条件集合監督の出席

率等の向上に係る取組、②漏れがなく効率的な指導を行う観点から、監督指導時に
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持参すべきリーフレットを定めておく取組等については、多くの局において成果が

得られたとしていることから、各局においても積極的に取り組むこと。

18 


